
平
成
十
三
年
度
か
ら
母
子
家
庭

に
加
え
て
父
子
家
庭
の
児
童
に
も

小
・
中
学
校
入
学
支
度
金
を
支
給

し
ま
す
。

●

対
象
＝
平
成
13
年
４
月
に
小
・

中
学
校
に
入
学
す
る
児
童
（
生
活

保
護
世
帯
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）

●

支
給
額
＝
児
童
一
人
に
つ
き
１

万
円

●

提
出
期
限
＝
５
月
15
日
（
火
）

●

必
要
な
も
の
＝
①
印
鑑
②
保
護

者
名
義
の
銀
行
預
金
通
帳
③
住
民

票
謄
本
（
父
子
家
庭
の
人
は
戸
籍

謄
本
も
必
要
）

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人
は
①
②
③
以
外
に
必
要

書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る

る
人
＝
「
児
童
扶
養
手
当
証
書
」

◎
父
の
死
亡
に
よ
り
遺
族
年
金
等

を
受
け
て
い
る
人
＝
「
遺
族
年
金

証
書
」

◎
母
子
家
庭
等
の
状
況
に
あ
る
が
、

現
在
は
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て

い
な
い
人
＝
「
戸
籍
謄
本
」

こ
の
ほ
か
に
も
証
明
書
が
必
要

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●

問
い
合
わ
せ
先
＝
児
童
家
庭
課

（
q
20
―

３
１
７
９
）

七
十
歳
（
身
障
手
帳
一
〜
三
級

と
四
級
の
一
部
の
人
に
つ
い
て
は

六
十
五
歳
以
上
）
に
な
る
と
「
老

人
保
健
」
の
受
給
資
格
が
発
生
し

ま
す
。
該
当
す
る
人
は
至
急
、
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
そ
の
際
、
保
険
証
（
七

十
歳
未
満
の
人
は
保
険
証
と
身
障

手
帳
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●

届
け
出
先
＝
健
康
対
策
課
（
さ

ざ
ん
か
会
館
４
階
・
q
20
―

３
１

９
３
）

※
退
職
者
国
民
健
康
保
険
証
を
持

っ
て
い
る
人
は
一
般
保
険
証
へ
の

書
き
替
え
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

保
険
年
金
課
（
本
庁
舎
一
階
）
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

家
庭
で
介
護
を
し
て
い
る
家
族

の
み
な
さ
ん
に
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し

て
い
た
だ
く
た
め
の
集
い
で
す
。

●

と
き
＝
６
月
26
日
（
火
）
・
27

日
（
水
）
午
前
10
時
〜
正
午

●

と
こ
ろ
＝
さ
ざ
ん
か
会
館

●

対
象
＝
家
庭
で
介
護
認
定
「
要

介
護
１
〜
５
」
の
高
齢
者
な
ど
を

介
護
し
て
い
る
家
族

●

参
加
費
＝
無
料

●

申
込
期
限
＝
５
月
30
日
（
水
）

●

申
し
込
み
先
＝
健
康
対
策
課

（
q
20
―

３
１
９
４
）

■
●

対
象
＝
65
歳
以
上
の
寝
た
き
り

の
人

●

利
用
料
＝
▽
掛
布
団
（
２
０
０

円
）
▽
敷
布
団
（
２
０
０
円
）
▽

毛
布
（
１
０
０
円
）

●

申
込
期
限
＝
５
月
23
日
（
水
）

●

申
し
込
み
先
＝
各
中
学
校
区
の

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
（
▽
湖

東
・
q
59
―

０
１
１
８
▽
湖
南
・
q

54
―

６
２
０
０
▽
高
草
・
q
39
―

１

８
０
０
▽
西
・
q
37
―

２
１
２
１
▽

江
山
・
q
53
―

５
８
５
３
▽
南
・
q

53
―

６
５
５
８
▽
東
・
q
29
―

６
２

９
８
▽
桜
ヶ
丘
・
q
51
―

８
９
９
２

▽
北
・
q
20
―

２
６
１
６
▽
中
ノ

郷
・
q
23
―

６
０
１
１
）、
ま
た
は

高
齢
社
会
課
（
q
20
―

３
１
７
３
）

個
人
や
お
寺
な
ど
が
墓
地
と
し

て
許
可
を
受
け
て
い
な
い
土
地
に

新
た
に
お
墓
を
造
る
場
合
（
用
地

の
造
成
を
含
み
ま
す
）
に
は
、
許

可
手
続
き
が
必
要
で
す
。

お
墓
は
永
続
的
な
も
の
で
あ
り
、

墓
地
を
新
設
す
る

場
合
は
・
・
・

小
・
中
学
校
児
童
入
学
支
度
金

寝
具
の
丸
洗
い
乾
燥

サ
ー
ビ
ス

70歳になったら
老人保健

十
三
年
度
か
ら
父
子
家
庭
も
対
象
に

参加しませんか！
家族介護者の集い

とっとり市報　⑫

ペットのふんの始末は飼い主の責任です！


